
第 1 節　は　じ　め　に

　汚染抑制のための経済的手法として，排出権取引の比重が近年高まっている。先行して実

施している欧米だけでなく，わが国においても，京都議定書の削減約束達成や，世界的経済

状況の悪化，社会保障費ための財源確保のための消費税引き上げ議論のなかで環境税の導入

が難しくなり，CO2 汚染対策として排出権取引が改めて脚光を浴びてきた。

　しかし排出権取引には他の汚染コントロール手段である直接規制やピグー税と比べてある

弱点があると言われている。それは，マーケットパワー（市場支配力）を持つ主体により市

場が操作される危険性があるというものである。

　マーケットパワーには，2 種類ある。1 つは，マーケットパワーを持つ主体が，排出権取引

市場自体において，排出権価格に影響を与えようとする場合である。もう 1 つのマーケット

パワーは，直接排出権市場の利益だけでなく，排出権を必要とする産業，たとえば製鉄業や

化学産業などのエネルギー集約産業などにおいて，排出権市場で持つマーケットパワーを利

用して排出権価格を動かし，汚染削減費用を操作して他の産出市場などで利益追求を図ろう

とする場合である。この場合は，排出権市場において，必ずしも利益最大化行動を取らずと

も，産出市場など他の市場でそれを埋め合わすに十分な利益を上げる事が可能となる。本稿

では，前者のマーケットパワー問題を主に扱うが，後者のマーケットパワーについても，付

随的に論及する。

　また，マーケットパワーには 2 つの型を考え得る。第 1 の型は，排出権の販売者が，売り

手独占者として，マーケットパワーを働かせる場合であり，第 2 の型は，排出権の購入者が，

買い手独占としてマーケットパワーを働かせる場合である。この 2 つのケースは議論をほぼ並

行的に展開し得るが，若干微妙に異なる点があるためここでは，両方の型とも述べる。

　マーケットパワーは，1 人の主体や，幾人かの主体のグループがカルテルを形成して，市

場に影響を与えようとすることで起こるが，ここでは簡単のため，1 人の主体が，売り手独占，

または買い手独占として行動する場合をモデル化した説明を行う。

―　　―91

排出権取引市場におけるマーケットパワー・モデルと 
その日中韓排出権取引への応用

時　政　　　勗
（受付　2008年10月 31日）



時　政　　　勗

　以下第 2 節において，1 期限りの排出権取引が行われる静学的市場におけるマーケットパ

ワーをモデル化する説明を行い，第 3 節において，この静学的マーケットパワーモデルの前

提や帰結，政策論的意味を述べる。第 4 節において，バンキングやボローイングを含む，動

学的マーケットパワーモデルの議論を展開する。第 5 節において，筆者がこれまで他の研究

（Tokimasa and Luo［5］羅・時政［6］）において取り上げてきた中国・韓国・日本における

排出権取引市場において，マーケットパワーの成立条件を検討する。第 6 節では，まとめと

今後の課題を述べる。

第 2 節　静学的マーケットパワー・モデル

　排出権市場の静学的マーケットパワー・モデルを最初に定式化したのは，Hahn ［2］であ

る。ここでは，Hahnの定理をやや違った観点から整理して示す。

　企業 1 をマーケットパワーを持つ企業，つまり価格設定企業とする。企業 2～ mを価格受

容企業とする。第 1 企業は売り手独占者，または買い手独占者なので M，他の 2～ m企業は

縁辺企業として Fで表す。各主体の汚染削減量を aiとする（i = F, M）。 各主体は完全情報

を持ち，自己の削減費用関数のみならず，他者の削減費用についても知っていると仮定する。

　第 i企業の削減費用関数を とし，

 

 

つまり限界削減費用は逓増すると仮定する。さて各主体の削減量はBAU排出量Ziから各主

体の実際の排出量 uiを差し引いた値である。すなわち

 

 

と表せる。企業は実際の排出量uiが排出権の初期配分qi 
oより多ければ排出権の購入をして，

その不足額を埋め合わせねばならない。逆に排出量が排出権の初期配分より少なければ，余っ

た排出枠を排出権として他企業に販売することが出来る。排出権購入企業の純購入量をqiと

すると

 

において   の時が購入を表し   の時が販売を表す。qiは企業 iの排出権純需要で

ある。

　ここで価格受容企業の行動を考える。これらの企業は排出権価格pを所与として，自己の

削減コストに排出権購入費を加えた削減対策の総費用が，最小になるように削減量と購入量

を定める。総費用が
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とあらわされるので，1 次の費用最小化条件は，aiで微分して 0 とおき

 

となる。この削減量を排出権需要を定義する式に代入して，価格受容企業の排出権需要量は，

   定数 

となる。つまり

 

と書ける。

　ところでマーケットパワーを持つ独占企業は，上の価格受容企業の総需要行動を知った上

で，自己の削減コストが最小になるように排出権の価格をコントロールしようとする。ここ

でLを政府による排出権の総供給（所与の値）とすると，排出権の価格は，独占企業の排出

権純需要量 qM次第で変化する。qM > 0 なら需要，qM < 0 なら供給として

 

に従って動かされる。この事を知って独占体は行動する。つまり   と表されること

を知って行動する。そこで独占の費用最小化行動は

 

　但し 

と表せる。

　目的関数に表れたqMのところに，制約条件式を代入し，費用関数をaMで表される形に書

き換えた後，aMに関し微分して，内点最適条件

 

を得る。つまり限界削減費用が，右辺の表示する限界収入（価格マイナス価格下落率×需要

量）に等しいという条件が得られる。これは，価格受容企業の限界削減費用＝価格と言う条

件と組合わせると，マーケットパワー企業が売り手独占の場合   だから

 

となる。このことはすべての企業の限界削減費用の均等という社会的総削減費用の最小化条

件が成立しない事を表す。

　売り手独占の場合はマーケットパワー企業が独占価格を引き上げるために，自己の排出権

供給量を抑えようとするため自己の汚染削減量を抑える事から，費用効率性が成立しなくな

るのである。

　また，マーケットパワーを持つ企業が買い手独占の場合は，他企業の排出権純需要関数は

供給関数となるので   が成立するから
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となる。やはり，すべての企業の限界削減費用の均等は成り立たないこと，すなわち費用効

率性が成立しない事が示される。

　次に Kerr ［3］ の議論を整理しマーケットパワーの図示をして，効率性などマーケットパ

ワーの影響について見ていこう。

　下図は買い手独占の場合の，影響を図示している。横軸に，買い手独占企業の排出権購入

量＝その他の企業の排出権売却量が取られる。一方，縦軸に，買い手独占企業の排出権需要

価格の動き，つまり排出権の購入をしなくて自己削減した場合にかかる限界削減費用を右下

がりの需要曲線D線として，また，排出権供給企業が排出権に対し持つ供給価格の状況が右

上がりの供給曲線 S線として示される。

　買い手独占者にとって，自らが排出権の購入を追加した結果上昇する価格のことを考慮す

れば，排出権の追加購入に必要となる限界購入費用は，競争的供給曲線よりも急勾配となる。

これはMC線で示される。買い手独占企業はこのMC線と自己の需要曲線D線との交点の

数量を，排出権の購入数量 Qmとして選択する。このとき排出権価格は，競争的供給関数上

の Pmで与えられる。これは完全競争均衡の数量―価格の組（Q
*, P*）より，低い価格と少

ない数量をもたらす。このときマーケットパワーは，効率性を［B + C］の面積だけ減少さ

せていることがわかる。

　他方，売り手独占となる場合の影響もほぼ同様の議論が出来る。但しこんどは，マーケッ

トパワー保有者は排出権価格をP*以上のPmに引き上げる事である。この場合の図は次の図

C a C aM M i i
′ > ′( ) ( )

―　　―94

図-1　買い手独占のマーケットパワーモデル
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のように，横軸に q1 のマイナス値が排出権の供給量としてとられ，縦軸に供給独占企業の

限界削減費用曲線 S線，独占に対峙する他の競争的企業の排出権需要曲線 D線の値が取ら

れる。この場合，売り手独占企業にとって，限界収入線は，競争的需要曲線の下に位置し，

それより急勾配となる。なぜなら，売り手独占企業は，排出権を販売するたびに，他の排出

権についても価格の引き下げが必要である事を認識しているからである。こうして彼の受取

る限界収入は価格より低くなり，限界収入＝限界削減費用のところの排出権供給量は，完全

競争の時のそれ以下となり，そのことによる社会的余剰の減少は，［B + C］の面積となる。

第 3 節　静学的マーケットパワーの成立条件とマーケットパワーを動かす要因

3.1　マーケットパワーの影響力を規定する条件

　さて，上に見たように，売り手独占者のマーケットパワーの分配上の影響は，買い手が高

い価格を支払わねばならなくなり，売り手がこの高い価格を利益として受取る（A部分）と

いうことである。買い手独占の場合の分配上の影響は，対照的に買い手が低い価格を支払い，

売り手がこの低い価格を受け取らねばならなくなり，価格が低くなった部分だけ買い手に利

益が生まれる（A部分）と言う事になる。

　この分配効果は，売り手独占の場合は，需要者側の需要曲線の勾配が水平に近い（価格弾

力性が高い）ならAの部分が少なくなり，小さい。また買い手独占の場合は，供給曲線の勾

配が緩やかになるなら，A部分が小さくなるため小さい。これは，独占者が，排出権の販売

量や，購入量を大きく変化させても，相手側の需要や供給関数の勾配がゆるやかであれば価

格変が少ないので獲得する利益は少ないからである。
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　この利益部分の大きさが，買い手独占者や売り手独占者にマーケットパワーを行使しよう

という動機を与える。逆にいえば，この利益部分が少ないときには，マーケットパワーを行

使する状況になく，またはマーケットパワーを持つ企業に対峙する企業の側に，大きい損失

が起こる心配も無い。

　以下でマーケットパワー条件を述べる。最初に買い手独占の成立条件から述べよう。

　第 1 に，買い手独占企業の需要曲線が弾力的であることが必要である。（図-3）

　買い手独占者は需要を過小に述べることで自らの購入する排出権価格を低くする。したがっ

て，買い手独占者が価格を引き下げるため，自己の購入量を減らす部分が多いほど，相手側

の供給曲線に沿って価格は大きく下がる。しかし，自らが購入しない排出権分に関しては，

買い手は汚染の自己削減をしなければならない。 分は，買い手は自己の需要曲線の

示す限界削減費用に従って，汚染を自ら削減しなければならないので，この分追加コストが

かかる。すると買い手独占者の需要が非弾力的であればあるほど，（相手側の供給曲線に沿っ

て）価格を引き下げるために減少させた排出権購入分を，自己削減にするためのコストが（自

らの需要曲線に沿って）増える。この事から，買い手は，弾力的（水平に近い）需要曲線を

持たねばならない。

　第 2 に，買い手は排出権の総需要の大きな部分を占め（支配して）いなければならない。

買い手独占者は，自分以外の買い手が，自分の低下させた価格に反応して，購入量を増大さ

せて行き，買い手独占者の購入抑制行動を台無しにしてしまうという可能性を考慮しなけれ

ばならない。もし他の買い手が，買い手独占者の価格低下に強く反応すれば，買い手独占者

Q Qm
* −
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図-3　弾力的な需要曲線
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は損害を被る。グラフでは，買い手独占者以外の買い手が，価格低下に応じて，購入量を増

やすと，買い手独占者に向っていた供給曲線が縮小するので，供給曲線が左方シフトする。

そのため，MC線も左方シフトし，買い手独占価格の低下は，大きくはならない。

　買い手独占者の行動が効果を持つためには，買い手独占者が需要の大きな部分を支配し，他

の買い手は，相対的に非弾力的で，独占者の行動に非反応的な需要曲線を持たねばならない。

　第 3 に，供給側は相対的に非弾力的供給曲線を持たねばならない。買い手独占者に対峙す

る供給側が，弾力的な供給関数を持つなら，買い手独占者は，供給曲線に沿って価格をある

程度引き下げるために，大幅に排出権の購入を抑える行動に出なければならない。このぶんだ

け自己削減しなければならない排出量が増大して，自己削減のコスト負担が増加する。

　これに対し，売り手独占が有効になる条件も同じように導出される。

　第 1 に，売り手独占者は，排出権の追加的販売を抑制した場合の利潤の損失が大きくなら

ないように，弾力的供給曲線を持たねばならない。

　第 2 に売り手は，排出権供給全体の大きい部分を支配しなければならない。

　第 3 に，売り手独占者以外の他の供給者は，非弾力的供給曲線を持たねばならない。

　第 4 に，供給独占者と対峙する買い手が相対的に非弾力的な需要曲線を持たねばならない。

つまり供給独占者の相手は垂直に近い需要曲線を持ち，売り手独占者が排出権の供給を抑え

たとき，価格が大幅上昇する事が可能でなければならない。

3.2　マーケットパワーが排出権価格以外に与える影響

　以上のマーケットパワーの排出権価格への影響は，CO2 や SO2 の排出権などエネルギー
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図-4　非弾力的な供給曲線
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消費に伴い発生する汚染物質の場合は，これらの汚染を排出する製鉄，セメント，化学など

エネルギー集約的産業の生産コストにも影響を与える。

　ある国の政府やエネルギー集約産業が売り手独占として，排出権の供給を抑えて排出権の

価格を吊り上げると，このため排出権を購入しなければならない（売り手国の競争相手）国

のエネルギー集約産業は，独占価格Pmという完全競争価格p
*より高い削減費用の支払いを

余儀なくされる（図-2）。供給独占企業にとって，排出権の創出の抑制分 Q* - Qmについて

は自己削減する事になるが，その部分において限界削減費用S曲線は，p*の高さ以下であり，

排出権購入国より有利な削減費用を持つことになる。なぜなら，排出権購入国はD曲線とい

うp*よりも高い削減費用を負担しなければならないからである。こうして，これらのエネル

ギー多消費産業を支援したい政府にとって，供給独占のマーケットパワーは好都合になる。

　これに対して，買い手独占の場合は，逆になり，買い手独占国の政府や企業のマーケット

パワーは，その国に属するエネルギー多消費産業を不利に陥れる。なぜなら，買い手独占を

持つ政府や企業が排出権の購入を抑制して自己の購入する排出権価格を低く維持すると，そ

の企業や他の産業は必要な削減量に不足する部分 については自己削減する必要に迫

られる（図-1）。すなわち需要曲線D線の示す汚染削減費用にそって，P*という完全競争価

格よりも高い価格を支払って汚染削減を遂行しなければならない。このためその産業の製品

の生産費が上昇し，国際競争上不利な立場に追い込まれるからである。

　ここで注意すべきは，マーケットパワーの存在は，排出削減のコストを高めると言うこと

であって，環境水準そのものを悪化させるものではないということだ。汚染の削減すべき水

準は，政策的に，または京都議定書のように国際交渉においてその大きさが確定している。

その決められた削減水準を達成するのに，必要な排出量だけの政府による排出権発行がなさ

れ，排出権発行量にあわせた排出量，削減量の実現がなされる。買い手独占のマーケットパ

ワーは，必要な排出量を実現させる排出権市場の完全競争均衡よりも，マーケットパワーが

ある部分だけ，削減コストを高くするという点で非効率性を導く。しかし，マーケットパワー

を持つ買い手独占企業が自らの排出権需要を減少させれば，その企業が需要を止めた排出権

の分だけ，買い手側の誰かが追加的汚染削減を行う必要がある。削減を実行するのが，削減

費用の低い排出権供給企業よりも，（需要曲線の示すような）高い削減費用を持つ需要企業に，

その追加削減の役割が変る。その事が高い削減費用の負担となって非効率を生み出すものの，

全体としての削減量に変化はない。

　また，供給独占企業が，マーケットパワーを発揮して排出権の販売を抑えて，排出権の価

格を高く維持すれば，排出権を購入できなかった需要者は，D曲線の示すように p*よりも

高い削減費用を支払って自己削減しなければならない。この事がコスト上昇をもたらすが，

削減量は変わらず環境への影響は無い。削減の分担が，供給独占企業から，需要企業に移っ

Q Qm
* −
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ただけである。

3.3　マーケットパワーを制限する条件

　本項では，上に述べた排出権市場におけるマーケットパワーを制約する条件を述べる。

（1）　排出権の初期配分の状態

　マーケットパワーの強さは，排出権の初期配分に大きく依存する。ベースライン・アンド・

クレジット方式によれば，アロウアンス（排出権）が，ベースライン排出水準と，実際の排

出量の差だけ生み出されると考えられているが，キャップ・アンド・トレード方式の場合，

マーケットパワーは，供給独占や買い手独占企業に課せられるキャップと，これら企業の実

際の排出量の差である排出権の供給量や需要量の大きさに依存する。このとき排出権需要量

は実際の排出量マイナス初期配分，排出権供給量は初期配分マイナス実際の排出量だけあり，

そのときの需要価格は，初期配分の量から希望排出量まで汚染を増加するときに節約できる

コストによって動き，また供給価格は，初期配分から希望排出量まで汚染を減少するときに

課されるコストによって動く。従って，排出権の需要関数や供給関数を決める基準になるも

のは，（BAU排出水準から排出水準を引き下げていく際の削減コストを示す汚染削減費用の

どの部分を基準にするかを決めるのが，排出権の初期配分の大きさとなるので）初期配分の

大きさである。極端な場合，排出権の初期配分が，各企業の希望する排出権の数量に等しく

与えられている場合，排出権の市場での需要や供給が発生しないので，マーケットパワーの，

発生のチャンスはそもそも無くなるのである。

（2）　温暖化ガス削減の排出権取引におけるCDMの影響

　温暖化ガス排出削減の場合，ヨーロッパ各国につけられたキャップを達成するための排出

権取引から生み出された排出権 AAUの取引市場では，京都メカニズムの 1 つである CDM

によって新たに創出された排出権CERが，（それがAAUの代替物になるという保証のもと

で）AAU市場への新たな排出権の供給になる。これは AAU市場における潜在的供給独占

者（旧ソ連，東欧諸国）の力を弱める働きをする。なぜなら，CDMに由来する排出権が加

わる事により，AAU市場での排出権供給関数が右方シフトし，最初に自己の排出権供給量

を抑制して，排出権の価格引き上げを目論んでいた供給独占国のパワーを弱めるとともに，

独占価格はかなり低くさせられるからである。

　もちろん，このマーケットパワーを弱める CDMの強さは，AAUと CERとの互換性の

保証や，CERを生み出す手続き費用の大きさに依存する。現在のような CDM事業の国連

による認定作業が難航する場合は，AAU市場への CDMの供給の影響は少ない。しかし，

京都議定書の枠組みから外れていて，それ自体として排出権取引の資格が無い中国やインド，

ブラジルなどの途上国で，現在行われているCDM事業が大幅に拡大するなら，それから生
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み出される CERが排出権供給関数を大幅右方シフトさせて，特定国にマーケットパワーを

もたらす可能性も生じる。

第 4 節　動学的マーケットパワー・モデル

4.1　バンキングとボローイングのマーケットパワーへの影響

　前節までの議論は静学的である。排出権市場は 1 期だけしか続かず，得られた排出権は，

1 期経過後には破棄されて無価値になることが仮定されていた。

　しかし，排出量の大幅削減に成功した企業や国が生み出した排出権が，バンキングできて，

排出権が，将来のある期にも利用可能となると仮定する場合，また今期に排出権の不足に直

面した企業が，排出権を将来のある期の利用可能量からボローイングできて，利用可能にな

ると仮定される場合，マーケットパワーはどのように変わるだろうか。基本的な見方として，

売り手独占や買い手独占が，自己の供給量や購入量を抑制しつづけて価格のコントロールを

し，マーケットパワーを行使するということは，その抑制が 1 期間だけでなく，排出権の有

効性が続く限りの長期間にわたらなくてはならないという点から，その行使は難しくなると

いう事がある。

　たとえば，ボローイングが可能なら売り手独占者が価格に影響を与えようとして，排出権

不足のため需要を望む国に対する供給を制限しようとするなら，1 年間だけでなく，京都議

定書の場合議定書の第Ⅰ拘束期間の間ずっとその供給制限をつづけるという事，更にその他

の供給可能国がバンキングをしているなら，それが将来引き出されるであろう期間を超えて

供給制限を続ける事を，信じさせることが可能でなければならない。なぜなら，さもないと

需要国は，安い排出権が市場に現れるのを待とうとするからである。

　またバンキングが可能なら，買い手独占者がマーケットパワーを行使しようとする場合に

も，買い手独占者に対峙する排出権の売り手の方で，自らの排出削減で生み出した排出権を

急いで安い価格で買い手に売るよりも，第 2 拘束期間までバンキングしておくことを選ぶか

もしれない。このとき買い手独占力は弱められる。

　もちろんこれは第 2 拘束期間の確実性に依存するし，この不確実性がバンキング国，ボロー

イング国の色々の戦略的行動，更にマーケットパワー国の戦略的行動を生み出す。しかし，

いずれにしても，排出権のバンキング・ボローイングによりマーケットパワーは減少させら

れる。

　以下次項でバンキング・ボローイングを含む排出権取引におけるマーケットパワー・モデ

ルの定式化を示す。
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4.2　動学的マーケットパワーモデル

　C. Hagem = H. Westskog［1］は，排出権のバンキングとボローイングを含む 2 期間モデ

ルにおいてマーケットパワー行使の影響を明らかにした。そこでの結論としては，マーケッ

トパワーは，汚染削減の配分について主体（独占者と縁辺企業）間の費用非効率をもたらす

が，異時点間の費用非効率性は招かないというものである。以下彼らのモデルの中心部分を

述べる。

　最初に注意すべきことは，バンキングとボローイングを認める排出権取引システムでは，

いつ汚染物が排出されるべきかのコントロールを考える必要はなく，累積排出水準について

のコントロールだけが問題となるということである。

　汚染物質によっては，毎期の汚染排出水準の抑制が必要な場合がある。（たとえば SO2 や

汚染排水や煤煙の場合，毎期の汚染フローが人々の健康などに与える被害が問題である。）

この場合は計画期間中の毎期のバンキングやボローイングの大きさに制約が課される必要が

ある。しかし，CO2 のような場合，（温暖化ガスの濃度がある閾値以上になると環境被害の

危険が一気に高まるので）累積汚染水準の方が問題になる。その場合は毎期毎期のバンキン

グ，ボローイングの制約を考える必要は無く，計画期末のそれについて制約を考えるだけで

良い。ここでは，環境負荷額に関連するのは累積排出水準であるとして分析を進める。

　汚染物質の計画期間終了時の総排出量がある所与の値としたときの，動学的排出権システ

ムを考える。排出権の取引主体は 2 種類に分けられる。1 つはマーケットパワーを行使する

主体であり，記号でMと表す。以下，議論の簡単化のため，この主体は供給独占者とする。

他の主体は排出権の小さな購入者や販売者であり，純需要者とする。彼らは価格受容者と仮

定する。これらの主体は縁辺企業と呼ばれるのでFという記号で示される。

　さらに各主体は他の主体の削減費用や，将来の排出権価格について完全情報を持つとする。

　2 期間モデルを用いる。期間を 1，2 とする。j = 1,2。

 

を第i主体の第 j期の削減費用関数。i = M, F。ここでaij は第i主体，第 j期の削減量。削

減費用関数は逓増する限界削減費用を持つと仮定する。

 

主体iの期間jにおける削減量aij は，BAU排出水準Zijとその期のその主体の排出量uijの

差である。

 

各主体は，計画期間内に，排出権を売り買いしたり，バンキングしたり，ボローイングした

りして，特定の累積排出水準に達するコストを最小化することを目指す。このとき，各主体

iは，期間jにq0 ij というプラスの排出権の初期配分を政府から受けている。

C C aij ij ij= ( )

C Cij ij
′ > ′′ >0 0,

a Z uij ij ij= −
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　期間 1 に主体に付与された排出権のうちその主体によって使用されない排出権は，他の主

体に販売されるか，自らが期間 2 で使用するためバンキングされる。また期間 1 に与えられ

た排出権が主体の排出する汚染量に足りない場合は，他の主体から排出権を購入するか，自

らが期間 2 に政府から与えられる排出権（初期配分）からボローイングする。

　排出権は毎期売り買いされるが，2 期間を通じて所有される排出権の和を超えない限り（計

画期末バンキング／ボローイング残高が 0 より大なる限り），自由に排出権の売り買い，バンキ

ング／ボローイングを行ってよい。qFjを縁辺企業全体が第j期に購入する排出権の量とする。

　Bijを主体iが期間jにおいて持つバンキング／ボローイングの残高としよう。

期間 1 のバンキング／ボローイング残高は次のように示される

 

期間 2 のバンキング／ボローイング残高は

 

で表示される。ただしq1,  q2 は各期の排出権購入量。

B q q Z a

B q q Z a

F F F F

M M M M

1 1
0

1 1 1

1 1
0

1 1 1

= + − −

= − − −

( )

( )

B B q q Z a

B B q q Z a

F F F F F

M M M M M

2 1 2
0

2 2 2

2 1 2
0

2 2 2

= + + − −

= + − − −

( )

( )

　また計画期末の排出量が各主体へ付与される排出権の和を超えてはならないということか

ら，計画期末の残高は 0 以上で無ければならない。

 

 

さらに，各主体の限界削減費用がゼロより大とすると，各主体は計画期末に残高を残すのは

最適ではないので次の条件が成立する。

 

 

　こうして制約条件を整理すれば，

 定数

 定数

となる。つまり各主体は，2 期間にわたる，BAU排出量と初期配分された排出権の差を，自

BF2 0≥
BM 2 0≥

BF2 0=
BM 2 0=

a a q q Z Z q q kF F F F F F1 2 1 2 1 2 1
0

2
0

1+ + + = + − − = =
a a q q Z Z q q kM M M M M M1 2 1 2 1 2 1

0
2

0
2+ − − = + − − = =
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己削減か，排出権の購入（売却）によって満たさねばならないというものである。

 つぎに，2 種類の企業が存在するが，マーケットパワーが存在しない時の効率的削減量の条

件を求める。これはマーケットパワーが無い時の，効率的な削減条件を求めてベンチマーク

とするためである。

　社会全体での総削減費用は

 

と表せる。なお dは割引因子＝1／（1＋利子率）である。

　つぎに，制約条件は，計画期末において，全企業の削減量が，現在のBAU排出量から（計

画期末の目標値である）排出権初期配分の水準まで下落するに十分でなくてはならないとい

うものである。

 

　この制約条件付きの最適化問題を解くために，ラグランジュ関数を書くと，

 

となる。内点最適解が存在するとして，aijで微分してゼロと置くと，

 

 

 

 

という効率性条件が導かれる。これは各期の割引限界削減費用が，主体に関しても，期間に

関しても等しくならねばならないというものである。これが最適条件であり，このとき総削

減費用が最小化される。   

　次に，排出権取引が導入されるときの各企業の費用を考える。2 企業ともに，毎期の削減

費用は自己削減費用と排出権購入費の和であり，それら（割引現在価値で表した）毎期の費

用を加え合わせて計画期間にわたる企業の総削減費用が出る。これらを全企業について加え

たものが社会的総費用となり，この社会的総費用を最小化することで，排出権取引が導入さ

れている（がマーケットパワーの行使がない）時の費用効率性条件が求められる。

　dを割引因子＝1／（1＋利子率）とする。また各期の排出権の価格は，（再生不可能資源の

価格上昇原理を示すホテリング法則と同じく）利子率の比率で上昇しなければならないとい

うことから，毎期の排出権価格の現在価値は同一の pとなる。すると

M, F企業の 2 期間の削減コストは

 

C a C a C a C aM M F F M F1 1 1 1 2 2( ) ( ) ( ) ( )+ + +δ δ

a a a a Z Z Z Z q q q qF F M M F F M M F F M M1 2 1 2 1 2 1 2 1
0

2
0

1
0

2
0+ + + ≥ + + + − − − −

L C a C a C a C a a a a a ZM M F F M F F F M M F= + + + − + + + −

−
1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1( ) ( ) ( ) ( ) {δ δ λ

ZZ Z Z q q q qF M M F F M M2 1 2 1
0

2
0

1
0

2
0− − + + + + }

C CM F1 1
′ = ′

C CM F2 2
′ = ′

C CM M1 2
′ = ′δ

C CF F1 2
′ = ′δ

C a C a p q q

C a C a p q q
M M M

F F F

1 1 2 1 2

1 1 2 1 2

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

+ − +
+ + +
δ
δ
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と表される。

　社会全体の総費用は上式を加えあわせれば良い。しかし排出権の購入と売却分が相殺され

るため，社会全体の総費用は排出権取引が行われないときと同一である。但しここでは排出

権取引が行われて，企業 Mも企業 Fも 2 期末のバンキング／ボローイングの残高が 0 でな

くてはならないという条件のもとでの費用最小化を考えなくてはならない。

　したがって次の計画問題を解く事になる。

 

Subject to

　　 

 （定数）

 （定数）

ここで   と置くと，上の問題はaij, qの 5 つの変数を持つ。

ラグランジュ関数を書くと，

 

となる。これをaij, qの 5 つの変数で微分して 0 と置き，

 

 

 

 

 

したがって，排出権取引のもとでも排出権取引のない場合の異時点間効率性，異企業間効率

性の 4 つの条件がすべて成立する。

　つぎに，もし企業Mがマーケットパワーを行使するなら，独占企業Mは，縁辺企業Fの

行動パターンを知った上で，排出権価格の動きをコントロールする。つまり，縁辺企業が排

出権の純購入をして 2 期間の合計費用最小化行動を取るときの排出権純購入行動を，マーケッ

トパワーを持つ企業は完全予測した上で，自己の 2 期間の総削減費用を最小化すると仮定し

よう。まず縁辺企業の行動を見ていく。

 

Subject to   

この問題のラグランジュ関数は，次のように書ける。

 

Min → + + +C a C a C a C aM M F F M F1 1 1 1 2 2( ) ( ) ( ) ( )δ δ

a a a a Z Z Z Z q

q q q k k

F F M M F F M M F

F M M

1 2 1 2 1 2 1 2 1
0

2
0

1
0

2
0

1 2

+ + + ≥ + + + −

− − − = +
a a q q Z Z q q kF F F F F F1 2 1 2 1 2 1

0
2

0
1+ + + = + − − =

a a q q Z Z q q kM M M M M M1 2 1 2 1 2 1
0

2
0

2+ − − = + − − =
q q q1 2+ =

L C a C a C a C a a a a a k kM M F F M F F F M M= + + + − + + + − −1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1( ) ( ) ( ) ( ) {δ δ λ 11

1 2 1 1 2 2

}

{ } { }− + + − − + − −μ νa a q k a a q kF F M M

CM1
′ = +λ ν

CF1
′ = +λ μ

δ λ νCM 2
′ = +

δ λ μCF2
′ = +

ν μ=

Min → + + ⋅C a C a p qF F F1 1 2( ) ( )δ

a a q kF F1 2 1 0+ + − =

L C a C a p q a a q kF F F F F= + + ⋅ − + + −1 1 2 1 2 1( ) ( ) { }δ λ
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LをaF1,  aF2,  q,  lで微分して 0 と置き，

 

 

 

 

こうして

 

を得る。この式をpについて解いて

 

 

これを制約条件に代入して

 

これからpをqに関し解いて，縁辺企業の総逆需要関数

 

を導出できる。

　独占企業はこの縁辺企業の総逆需要関数p(q)の動きを知っているので，次の問題を解く。

 

Subject to   

この問題のラグランジュ関数は

 

と表せるから，aM1,  aM2,  q, lで微分して 0 と置き，

　 

　 

　　 

　 

 

　よってaM1, aM2 について解いて，

 

 

となるので，制約条件に代入してqを求め，その後これをもう一度すぐ上の条件に入れれば

aM1,  aM2 が求められる。

 なお，マーケットパワーを持つ企業では，

 

CF1
′ = λ

δ λCF2
′ =

p = λ
a a q kF F1 2 1 0+ + − =

C a C a pF F F F1 1 2 2
′ = ′ =( ) ( )δ

a C pF F1 1
1= ′− ( )

a C pF F2 1
1= ′− ( / )δ

C p C p q kF F1
1

1
1

1 0′ + ′ + − =− −( ) ( / )δ

p p q= ( )

Min → + −C a C a p q qM M M1 1 2( ) ( ) ( )δ

a a q kM M1 2 2 0+ − − =

L C a C a p q q a a q kM M M M M= + − − + − −1 1 2 1 2 2( ) ( ) ( ) { }δ λ

CM1
′ = λ

δ λCM 2
′ =

λ = + ′p q p q q( ) ( )

a a q kM M1 2 2 0+ − − =

∴ ′ = ′ = + ′C a C a p q p q qM M M M1 1 2 2( ) ( ) ( ) ( )δ

a C p q p q qM M1 1
1= ′ + ′− ( ( ) ( ) )

a C p q p q qM M2 2
1= ′ + ′− (( ( ) ( ) ) / )δ

∴ ′ = ′C a C aM M M M1 1 2 2( ) ( )δ
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が成立するので，異時的効率性条件は成立するが

 

となるので企業間効率性は成り立たない。

　第 5 節　日中韓 3 カ国のSO2 排出権取引の場合のカルテルの可能性について

　著者は他の論文［5］［6］で，日本，韓国，中国の各省（直轄市を別掲する）という多地

域間でSO2 の排出権取引きを行い，SO2 の削減を行った場合の便益（節約費用）推定を試み

た。その際，巨大な排出量を持つ中国がカルテルを形成して，排出権価格を支配する可能性

があるか否かが問題となる。ここでは政治的な結託の可能性ではなく，中国各地域が，独立

して利益最大化行動を目指し行動した場合供給独占，買い手独占が成立するか否かを検討し

てみよう。つまり，中国各地域と，日本，韓国の33地域が排出権の市場均衡において排出権

取引をするとき，需要曲線と，供給曲線を構成して，買い手独占，あるいは，売り手独占の

成立する条件が整っているかを，検討してみたい。

　排出権の需要は，排出量をBAU排出水準と，排出権の初期配分の間にすることを目指す

地域が行い，その需要量は，排出量uiと初期配分q
0 
i の差である。一方排出権の供給地域は，

排出量を，初期配分以下に抑えて，初期配分と実際の排出量の差を排出権として供給しよう

とする地域である。

　各地域のSO2 の限界削減費用は不変と仮定する。つまり，各地域固有の平均削減費用があ

り，その値は，削減量いかんに関わらず一定であるとしよう。すると各地域の排出権の需要

価格や供給価格は限界削減費用に等しく，その値が地域の最大可能需要量，最大可能供給量

まで一定で ,変わらないとする。各地域が固定的な限界削減費用を持つので，地域が需要地

C a p q p q q p q C aM M F F1 1 1 1
′ = + ′ < = ′( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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表 1　中国・韓国・日本の限界削減費用と，排出権需要・供給

売却可能量購入可能量BAU
排出量

初期配分
qi
*

売却地域の
排出量下限
0.25q

限界削減費用
MACi

トン／年トン／年トン／年トン／年トン／年万元／トン

168854112569375231262662938081.97609．上 海

1976171317444391483074041097871.42113．福 建

515383435811452880170286321.07429．青 海

3342237435201861.00726．チベット

9092289959241174151215602940.98702．天 津

23810261751311408205233072852050.95623．四 川

13611390742302473211731756180.82630．寧 夏

474633164210547373831263680.79801．北 京

4326612884419614696730282403670.78506．遼 寧

57322638215112738358916853184590.70719．広 東

37985252037712003056799283000760.70504．山 西

1943001295334317773022441079440.60008．黒 龍 江

13851592344307812215468769530.59207．吉 林

57664138442812814258969983203560.57003．河 北

771913514609171536212007534288410.53915．山 東

59056539371013123669186563280920.52410．江 蘇

98216548218251527854560.46221．海 南

3599482399657998845599191999710.46027．陝 西

58304638869712956589069613239150.42305．内 蒙 古

4385932923959746516822562436630.37920．広 西

662018441345147115110298063677880.36916．河 南

2967211978146593794615651648450.35524．貴 州

2816091877396257984380591564500.33917．湖 北

3739842493238310765817532077690.32311．浙 江

3036272087446831624744181707910.31822．重 慶

3690002460008200005740002050000.26833（日 本）

1002122874095168272294181292070.25028．甘 粛

115158146068348302202234870760.20831．新 疆

2389771593185310593717411327650.20032（韓 国）

2495661663775545903882131386480.18114．江 西

966514695797549732853941887430.14618．湖 南

1929981286654288843002191072210.13325．雲 南

2316351544235147443603211286860.07512．安 徽
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域になるか，供給地域になるかは，排出権価格がその地域の持つ固定的限界費用より，低い

か，高いかによる。

　そうすると，排出権の総需要曲線は，各地域について，限界費用の高い地域から，その地

域の可能需要量の大きさずつ下降順に並べた階段関数を描いていけばえられる。

　一方，総供給関数は，限界削減費用の低い地域から順番に，可能供給量ずつ，上昇順に並

べていく階段関数を描けばえられる。こうして構成した，排出権需要曲線，供給曲線が図-5

に示される。

　なお，各地域の最大需要量は，BAU排出量－初期配分量である。最大供給可能量は，初

期配分－技術的に可能最低排出量である。但しここで可能最低排出量を BAU排出量の0.25

倍とした。それは削減装置はどこまでの汚染削減を可能にするか考えた際，通常汚染の85％

を除去可能とされていることから，15％を最小排出量とおくことが考えられるが，地域にい

ろいろの経営規模の企業が存在するとして，削減措置設置の不可能な場合を勘案して，BAU

排出水準の25％と置いた。こうして排出権供給可能地域の排出量は［0.25Zi, qi 
0］，排出権需

要可能地域排出量は［qi 
0, Zi］とする。ここでqi 

0 は初期配分，ZiはBAU排出水準。

　こうして，中国・韓国・日本の各地域排出権の潜在的需要量，潜在的供給量は表-1（羅・

時政［7］）に示すようになる。各地域が需要者になるか，供給者になるかは，排出権価格が，

その地域の固定された限界費用より，低いか高いかによる。こうして中国の排出権需要曲線，

供給曲線を描くと図-5のようになる。各地域の限界削減費用に，あまり差がないので，もし，

各地域の排出権取引可能量を上述のようにかなりの巾をもって与えるなら，右下がりの需要

曲線も右上がりの供給曲線も相当に価格弾力的である。したがって本稿 3.1 の議論の示すよ

うに，マーケットパワーの発揮できない状況にあるといえる。もちろん，地域に許される排

出権での削減目標達成量が制限されると，限界削減費用のわずかな違いが，かなり価格費弾

力的な排出権の需要関数や，供給関数をもたらし，いくつかの地域が結託し，独占的パワー

を発揮して，価格をコントロールする可能性が現れる。

第 6 節　終　わ　り　に

　本稿では，排出権取引市場における，マーケットパワーの影響について，その費用効率性

に与える影響の面を中心に，議論を整理した。マーケットパワーには 2 つの型がある。第 1 

の型は，排出権の販売者が，売り手独占として，マーケットパワーを働かせる場合であり，

第 2 の型は，排出権の購入者が，買い手独占としてマーケットパワーを働かせる場合である。

この 2 つのケースで議論は完全に対照的になり，費用効率性に与える影響を経済的厚生の喪

失面で見ると完全に同値になることを示した。つぎに，排出権市場の価格の競争均衡からの
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乖離が，他の市場に与える影響の面では，売り手独占の場合と買い手独占で，違いが発生す

る。それは，マーケットパワーの行使者がいる国内市場での汚染削減費用への影響が，エネ

ルギー多消費財を生産する他市場の企業の生産費に関し，異なったものになからである。

　供給独占のマーケットパワーは，供給独占者のいる国のエネルギー多消費産業を国際競争

上有利にさせる。これに対して，買い手独占の場合は，逆になり，買い手独占国の政府や企

業のマーケットパワーは，その国に属するエネルギー多消費産業を不利に陥れる。

　つぎにマーケットパワーの影響が，排出権のバンキング，ボローイングによりどのような

影響を受けるかについてみていった。基本的にバンキングやボローイングは，排出権市場に

いてマーケットパワーと対峙する主体に，マーケットパワーの力から逃れられ手段を与え，

マーケットパワーの弱体化を可能にさせる。ただ，その影響を精確に見て行くと，バンキン

グやボローイングにより，異時的効率性損なわれないが，企業間の効率性条件は損なわれる

ということが示された。

　最後に，筆者が取り組んできた中国・韓国・日本間における地域間排出権取引の可能性の

研究において，マーケットパワー発生の可否について，その成立条件の面から検討した。そ

の結果排出権市場の需要，供給関数の形から，各地域の取引可能量がある程度以上大きく設

定される場合には，マーケットパワーは存在しないという結論を得た。これは，中国各地域

の限界削減費用の違いが，それほどないことによる。

　本稿の分析で残された問題点として，バンキング，ボローイングの理論モデルの議論では，

CO2 のような，累積汚染量制約の場合だけでなく，SO2 のように毎期における汚染制約が考

える場合に拡張する必要がある。また，計画時間も 2 期だけでなく，数十年のタイムスパン

で考えるモデルでのバンキング，ボローイングの議論の検討が必要となる。

　さらに中国・韓国・日本における地域間排出権取引の実証分析も，バンキングおよびボロー

イングを入れた場合の分析に拡充する必要がある。なぜなら，現在中国に存在する大きな地

域間経済格差の問題の下で，排出権取引という柔軟措置とはいえ，一律の汚染削減目標達成

には，地域間で負担の軽重の議論が発生しうるから，バンキングおよびボローイングという

さらなる柔軟措置の効果についてのあらかじめの検討が要求されるからである。

　付記）本稿の研究遂行に当たり，広島修道大学学術研究所（2005，2006年調査研究費），

および学術振興会科学研究費（課題番号17530199）より援助を受けた。また第 5 節のデータ

は羅朝暉氏との共同研究の結果である。
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